
飯山市長　　足　立　正　則　　あて

　　　申請者
印

　飯山市菜の花公園（飯山市大字瑞穂495-1）について、次のとおり使用したいから、
承認してください。

（使用料の額）　　菜の花公園使用料　1日につき　　５２０円

　　　　　　　　　　　飯山市菜の花公園のうち、ステージ又は照明装置（電源を含む。）を使用する場合

　　　　　　　　　　　にあっては、それぞれ4時間を単位として上記の使用料に５２０円を加算する。

電源使用の有無

使　用　内　容

　有　　　　　　　　・　　　　　　　　　無

午前・後　　　　時　　　分から午前・後　　　　時　　　分まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　人使　用　人　員

必　要　事　項

使　用　目　的

使　用　日　時

使用施設・場所

年　　　　月　　　　日　　　　　曜日

午前・後　　　　時　　　分から午前・後　　　　時　　　分まで

団体等の名
氏 名

飯山市農村公園使用承認申請書

　　年　　　　月　　　　日　　

住 所

（電話　　　　　　－　　　　　　　　　　）


